
３

　
下
水
道

使
用
料
 
基
本
料
金
据
え
置
き
で

　
　
　
　
　
　
　
従
量
料
金
体
系
を
改
定

金
を
極
力
軽
減
す
る
た
め
、
流
山
市
や

我
孫
子
市
な
ど
の
近
隣
市
の
従
量
料
金

単
価
を
参
考
に
、
基
本
料
金
の
単
価
と

最
高
単
価
と
の
料
金
差（
累
進
度
）を
広

げ
、
現
行
の
2
倍
か
ら
3
・
　
倍
と
し
、
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さ
ら
に
、
激
変
緩
和
措
置
を
採
用
し
、

　
年
度
か
ら
　
年
度
に
か
け
段
階
的
な

20

22

改
定
を
行
う
こ
と
で
、
急
激
な
負
担
の

増
加
を
抑
え
た
料
金
体
系
と
し
た
答
申

を
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　
市
で
は
、審
議
会
か
ら
の
答
申
を
踏
ま

え
、下
水
道
使
用
料
改
定
案
を
　
年
　

19

12

月
議
会
に
上
程
し
、
可
決
さ
れ
た
こ
と

を
受
け
、
下
水
道
使
用
料
を
　
年
4
月

20

1
日
か
ら
改
定
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

◆
使
用
者
に
は
お
知
ら
せ
票
を
配
布

　
新
料
金
で
の
使
用
料
の
請
求
は
、
本

年
4
月
使
用
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、使
用
者
の
皆
さ
ん
に
は
、2
月

と
3
月
の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
時
に
、

使
用
料
改
定
の
内
容
や
使
用
料
計
算
方

法
、
使
用
料
早
見
表
な
ど
を
記
載
し
た

お
知
ら
せ
票
を
お
配
り
し
ま
す
。

◆
事
業
運
営
の
効
率
化
に
努
力

　
今
回
、使
用
料
を
改
定
す
る
こ
と
に
よ

り
、一
般
会
計
繰
入
金
を
縮
減
で
き
、下

水
道
事
業
特
別
会
計
と
し
て
の
健
全
性

が
改
善
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、市

で
は
、さ
ら
に
、効
率
的
な
事
業
運
営
に

よ
り
建
設
経
費
の
抑
制
や
維
持
管
理
費

の
節
減
に
努
め
て
い
き
ま
す
の
で
、皆
様

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
下
水
道
課

業
所
か
ら
出
る
汚
水
の
処
理
は
特
定
の

使
用
者
が
利
益
を
受
け
る
の
で
、
下
水

道
使
用
者
が
下
水
道
使
用
料
で
負
担
す

る
の
が
原
則
で
す
。

　
公
共
下
水
道
の
建
設
や
維
持
管
理
に

係
る
費
用
は
、
自
然
が
も
た
ら
す
雨
水

の
処
理
は
社
会
全
体
が
利
益
を
受
け
る

の
で
一
般
財
源
で
、
ま
た
、
家
庭
や
事

メ
ー
ト
ル
あ
た
り
に
支
払
っ
た
使
用
料

（
使
用
料
単
価
）
は
　
・
　
円
と
な
っ
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て
お
り
、
不
足
分
を
一
般
会
計
か
ら
繰

り
入
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入

れ
を
縮
減
し
、
下
水
道
事
業
特
別
会
計

の
健
全
化
と
不
公
平
性
の
是
正
を
図
る

た
め
、
下
水
道
使
用
料
の
見
直
し
を
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

◆
3
年
間
で
段
階
的
に
引
き
上
げ

　
下
水
道
使
用
料
の
見
直
し
に
あ
た
っ

て
は
、
野
田
市
公
共
下
水
道
運
営
審
議

会
に
お
い
て
審
議
を
進
め
ま
し
た
。

　
審
議
会
で
は
、
①
現
行
使
用
料
設
定

時
に
は
資
本
費
算
入
率
を
約
　
パ
ー
セ

25

ン
ト
と
し
、
順
次
引
き
上
げ
て
い
く
よ

う
な
意
見
が
当
時
の
答
申
に
付
さ
れ
て

い
た
も
の
の
、
近
年
は
9
パ
ー
セ
ン
ト

程
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
②
使
用
料

単
価
が
　
円
台
に
留
ま
り
、
近
隣
市
と
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比
較
し
て
も
低
く
大
き
な
差
が
生
じ
て

い
る
こ
と
、
③
国
が
、
使
用
料
単
価
が

　
円
に
満
た
な
い
市
町
村
は
、
引
き
上

150げ
が
望
ま
し
い
と
の
考
え
を
示
し
て
い

る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
近
隣
市
の
状

況
も
考
慮
し
、
資
本
費
算
入
率
を
　
パ
30

ー
セ
ン
ト
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
料
金
体
系
の
検
討
に
あ
た
っ

て
は
、
下
水
道
使
用
者
の
大
部
分
を
占

め
る
一
般
家
庭
（
た
だ
し
、
自
営
業
な

ど
も
含
む
）
に
配
慮
し
、
基
本
料
金
は

据
え
置
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、従
量
料
金
は
、一
般
家
庭
の
料

従量料金（1㎥につき）基本料金

１,００１㎥
～

２０１～
１,０００㎥

１０１～
２００㎥

６１～
１００㎥

４１～
６０㎥

２１～
４０㎥０～２０㎥汚水

排除量

１８０円 １６０円 １４０円 １２０円 １０５円９５円
１,８００円
（１㎥あた
り９０円）

現　行

２４２円２０５円１７１円１３９円１２０円１０７円
１,８００円
（１㎥あた
り９０円）

２０年度

２７４円２２８円１８７円１４９円１２８円１１３円２１年度

３０７円２５２円２０３円１５８円１３５円１２０円２２年度

■２か月あたりの新旧料金体系

　
市
で
は
、
下
水
道
普
及
の
た
め
、
使
用
料
を
　
年
間
変
更
せ
ず
に

20

運
営
し
て
き
ま
し
た
が
、
市
の
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
や
未
整

備
地
域
と
の
均
衡
を
保
つ
た
め
、
下
水
道
使
用
料
の
見
直
し
を
「
野

田
市
公
共
下
水
道
運
営
審
議
会
」
に
諮
問
し
、
昨
年
９
月
、
同
審
議

会
か
ら
、「
一
般
家
庭
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
基
本
料
金
を
据
え

置
く
一
方
で
、
基
本
料
金
の
単
価
と
最
高
単
価
と
の
料
金
差
を
広
げ
、

段
階
的
な
改
定
を
行
う
」と
の
答
申
が
出
さ
れ
ま
し
た
。答
申
を
受
け
、

市
で
は
、
下
水
道
使
用
料
改
定
案
を
平
成
　
年
　
月
議
会
に
上
程
し
、
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12

可
決
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
４
月
か
ら
下
水
道
使
用
料
を
改
定
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
昭
和
　
年
に
設
定
し
た
下

62

水
道
使
用
料
を
、
普
及
率
向
上
の
た
め

　
年
間
変
更
せ
ず
、
下
水
道
使
用
者
が

20負
担
す
べ
き
汚
水
の
処
理
費
用
に
、
一

般
会
計
か
ら
多
大
な
繰
入
を
し
て
き
た

た
め
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い

地
域
の
市
民
と
の
不
公
平
さ
を
拡
大
す

る
と
と
も
に
、
市
の
財
政
を
圧
迫
し
て

い
る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、市
で
は
、下
水
道
事
業
特
別

会
計
の
健
全
化
と
不
公
平
性
の
是
正
を

図
る
た
め
、
4
月
か
ら
下
水
道
使
用
料

を
改
定
し
ま
す
。

◆
資
本
費
算
入
率
が
低
下

　
汚
水
処
理
に
係
る
費
用
に
は
、「
維
持

管
理
費
」
と
下
水
道
建
設
の
た
め
に
借

り
入
れ
た
市
債
の
元
利
償
還
金
で
あ
る

「
資
本
費
」
が
あ
り
、
本
来
は
使
用
料

収
入
か
ら
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。

　
し
か
し
、　
年
間
使
用
料
を
据
え
置
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い
て
き
た
こ
と
か
ら
、近
年
で
は
、資
本

費
算
入
率（
使
用
料
が
維
持
管
理
費
を
　100

パ
ー
セ
ン
ト
ま
か
な
い
、
さ
ら
に
資
本

費
に
充
て
ら
れ
る
割
合
）が
、9
パ
ー
セ

ン
ト
程
度
に
留
ま
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　
結
果
、
汚
水
1
立
方
メ
ー
ト
ル
を
処

理
す
る
費
用
（
汚
水
処
理
原
価
）
が
、

平
成
　
年
度
で
　
・
　
円
に
な
っ
て
い

17
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る
の
に
対
し
、
使
用
者
が
汚
水
1
立
方

（消費税抜き）

■主な水量における２か月あたりの支払い金額の比較

使用料（円）
汚水排除量

２０年度（現行との差額）現行

１,８９０円（  ０円）１,８９０円０～２０㎥

３,０１３円（１２６円）２,８８７円３０㎥

４,１３７円（２５２円）３,８８５円４０㎥

５,３９７円（４１０円）４,９８７円５０㎥

６,６５７円（５６７円）６,０９０円６０㎥

（消費税込み）

下水道使用料＝基本料金+従量料金+消費税
※使用料は隔月の検針日ごとに２か月分を請求します。
※４月使用分から新料金となりますので、５月検針分（３、４月
　分）は日割り計算し、使用料を算出します。

４月から


